
○平成30年度情報公開制度

請求
件数

決定区分

取下げ 不服
申立開　示 部分

開示 非開示 文　書
不存在

31 6 2 0 23 0 0

○平成30年度個人情報保護制度

請求
件数

決定区分

取下げ 不服
申立開　示 部分

開示 非開示 文　書
不存在

2 0 1 0 1 0 0

　

収
入
の
減
少
や
失
業
等
の
経

済
的
理
由
で
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
が「
免
除
」

ま
た
は「
猶
予
」と
な
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

▼
免
除
・
猶
予
の
種
類

1 

免
除（
全
額
免
除
・
一
部
免
除
）

制
度

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
そ

れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
は
、
保
険
料
が
全

額
ま
た
は
一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
一
部
免
除
は
、
減
額

さ
れ
た
保
険
料
を
納
付
し
な
い

と
未
納
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

2
納
付
猶
予
制
度

　

50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・

配
偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
は
、
保

険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
納
付
猶
予
が
承
認
さ

れ
た
期
間
は
、
年
金
を
受
給
す

る
た
め
に
必
要
な
期
間（
受
給

資
格
期
間
）に
算
入
さ
れ
ま
す

が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
猶
予
分
を
10
年
以
内
に

納
付（
追
納
）す
る
と
、
年
金
額

に
反
映
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
期
間

　

令
和
元
年
７
月
か
ら
令
和
２

年
６
月
分
の
免
除
・
猶
予
申
請

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※ 

申
請
日
か
ら
過
去
２
年
１
か

月
前
ま
で
遡
っ
て
申
請
で
き

ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

▪ 

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
通
知
カ
ー
ド
等
）

ま
た
は
基
礎
年
金
番
号（
年

金
手
帳
等
）が
分
か
る
も
の

▪
印
か
ん

▪ 

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
や

離
職
票
等
の
写
し（
失
業
に

よ
る
申
請
の
方
）

学
生
の
方
は
学
生
納
付
特

例
制
度
の
申
請
を

▼
対
象
期
間

　

平
成
31
年
４
月
か
ら
令
和
２

年
３
月
分
の
学
生
納
付
特
例
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※ 

申
請
日
か
ら
過
去
２
年
１
か

月
前
ま
で
遡
っ
て
申
請
で
き

ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

▪ 

個
人
番
号
ま
た
は
基
礎
年
金

番
号
が
分
か
る
も
の（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
年
金
手

帳
等
）

▪
印
か
ん

▪ 

学
生
証（
コ
ピ
ー
可
）ま
た
は

在
学
証
明
書（
原
本
）

※ 

審
査
は
日
本
年
金
機
構
で
行

わ
れ
、
後
日
、
承
認
ま
た
は

却
下
通
知
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　公正で開かれた行政運営を推進するため、町が保有

する情報の提供や公文書の開示について定めた「情報

公開条例」と町が保有する個人情報の適正な取扱いと

情報を開示する権利などを保障する「個人情報保護条

例」を制定し、その実施状況を毎年公表しています。

総務課行政班　☎84－1211

情報公開及び個人情報保護制度の実施状況
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免
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国
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保
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料

　厚生労働省では、年金のことを分かりやすくみなさんにお伝えするため、「わたしとみんなの年金
ポータル」サイト（https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/）を開設しています。
　ライフイベントに照らし合わせた年金のこと、ご自身が加入している年金制度のことなどを知るこ
とができます。

年金ポータルサイト開設

2019.7.17


